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ラベルバンク新聞

　2023年7月3日、消費者庁は機能性表
示食品に関する関係団体に対し、すでに
届出・公表をされている科学的根拠の再
検証を随時行うよう文書で要請をしまし
た（「機能性表示食品に係る届出資料の
再検証等について（依頼）」）。また重
要なお知らせとして、7月7日に「＜機
能性表示食品に対する景品表示法に基づ
く措置命令を踏まえた食品表示法におけ
る対応について＞」を同庁WEBサイト
上に公表しました。

＜通知の概要＞
　2023年 6月 30日、機能性表示食品と
して消費者庁に届出・公表された食品に
ついて、その機能性に係る科学的根拠に
関する資料も含め、その表示に対応する
合理的な根拠として認められないと判断
がなされ、景品表示法に基づく措置命令
が公表されました。この事案を踏まえ、関
係団体に以下の周知を依頼しています。

1. 届出した食品の安全性や機能性に関
する科学的根拠を改めて再検証する
こと。

2. 届出資料の作成・提出においては、
最新の「機能性表示食品の届出等に
関するガイドライン」及び「機能性
表示食品に関する質疑応答集」並び
に「機能性表示食品に対する食品表
示等関係法令に基づく事後的規制（
事後チェック）の透明性の確保等に
関する指針」等に基づき、適切に行
うこと。

＜背景＞
　通知で触れられた措置命令によると、「
機能性に関する表示の裏付けとなる合理
的な根拠を示す資料を求めたところ、提
出された資料はいずれも表示の裏付けと
なる合理的な根拠を示すものであるとは
認められないものであった」とされてい
ます。対象とされた「機能性に関する表示
」には届出されたものも含まれることか
ら、科学的根拠の内容を不十分としたも
のであり、2015 年の制度開始以来で初
めてのケースといえます。そして今後は、
消費者庁に届出された機能性表示食品で
あっても、その科学的根拠が適切なもの
であるかを再検証する必要がある、とい
う経緯になっています。
　また同日に、措置命令の対象となった
商品と同一成分であって科学的根拠が同
一であるという他の商品 88 件（DHA・
EPA、モノグルコシルヘスペリジン、オリ
ーブ由来ヒドロキシチロソール）に対し、
科学的根拠に疑義がある点を指摘し、届
出者に回答するよう求めました。その後
7月 27 日に、15 件の撤回の申し出があ
った旨と、撤回の申し出がなかった73件
の商品の届出情報とその問い合わせ先等
の一覧が同サイトに公表されています。

＜ガイドライン等の再確認を＞
　通知では、最新の「ガイドライン」「
質疑応答集」に加え、「機能性表示食品
に対する食品表示等関係法令に基づく事
後的規制（事後チェック）の透明性の確
保等に関する指針」に基づいて適切に検
証することとされています。この指針で
は、機能性表示食品の科学的根拠に関す
る基本的な考え方として「機能性表示食
品は、表示される機能性について国が審
査を行った上で消費者庁長官が個別に評
価をしたものではない。したがって、表
示の裏付けとなる科学的根拠が合理性を
欠くと認められる場合には、その表示は
事後チェックにおいて問題となるおそれ
がある。」と説明したうえで、科学的根
拠として適切とは考えられない例などを
掲載しています。
　なおガイドラインについては、7月24
日より一部改正案の意見募集が始まって
います。上記の届出関連資料に基づいて
科学的根拠を再検証する際には、ガイド
ラインの一部改正案の内容（「システマ
ティックレビューのPRISMA声明（2020
年）への準拠」「届出内容の責任の所在
の明確化」など）もあわせて確認される
とよいでしょう。

（川合）
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“分かりにくい食品表示を分かりやすく”
Making food labeling accessible for everyone.

機能性表示食品に係る届出資料の再検証に関する
通知が発表されました

配合表、製品規格書等を
もとに、原材料名や栄養
成分等の表示案との適合
性を検証します。

食品表示調査サービス

https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/foods_with_function_claims/assets/foods_with_function_claims_230707_0002.pdf
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/foods_with_function_claims/#information
https://www.caa.go.jp/notice/entry/033865/
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https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/foods_with_function_claims/assets/foods_with_function_claims_220401_0004.pdf
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/foods_with_function_claims/pdf/about_foods_with_function_claims_200324_0003.pdf
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=235080071&Mode=0
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000256887
https://www.label-bank.co.jp/blog/ffc/202308ffc
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（四字熟語）

一球入魂

　消費者庁は 2023 年 6月 14日に第 5回食物アレルギー
表示に関するアドバイザー会議を開催しました。その会議
資料において、今年 3月におけるくるみの義務表示化に続
いて、今後「特定原材料に準ずるもの」へ「マカダミアナッ
ツの追加」および「まつたけの削除」の方針を公表してい
ます。

推奨表示品目増減の背景
　2022 年 6月に公表された「即時型食物アレルギーによ
る健康被害に関する全国実態調査」（令和 3年度（2021 年
度））と前回調査（平成 30年度（2018 年度））との比較
により、マカダミアナッツが「特定原材料に準ずるもの」
の候補とする要件の「直近２回の全国実態調査の結果にお
いて、即時型症例数で上位 20 品目に入っているもの」を
満たしていることが確認されました。
　また、2019 年に推奨表示品目に追加されたアーモンド
の症例数比率と同程度の増加が確認され、消費者庁では現
在、マカダミアナッツを推奨表示品目に追加することを見
据え、8月末までマカダミアナッツを使用した加工食品に
関する実態調査を行っています。

アレルゲン表示「義務、推奨」の比較
　3月におけるくるみの移行と異なり、マカダミアナッツ
は推奨表示品目として追加の検討です。
　アレルギー表示の義務、推奨の違いは、以下の通りまと
められています。

＜「アレルゲンを含む食品に関する表示のうち、特定原材
料に準ずるものの対象の考え方について」より一部抜粋＞

(１) 特定原材料
　食物アレルギー症状を引き起こすことが明らかになっ
た食品のうち、特に発症数、重篤度から勘案して表示す
る必要性の高い食品については、「食品表示法」に基づ
く「食品表示基準」において「特定原材料」として規定
され、（中略）当該特定原材料を含む旨を表示しなけれ
ばならないこととされており、（略）
　罰則の適用を伴う表示義務を課す場合には、その表示
の適正性を確保するため、当局として監視可能性を確保
できていることが必要となることから、特定原材料の指
定に当たっては、公定検査法が確立されていることを前
提としている。（略）

(２) 特定原材料に準ずるもの
　（前略）症例数、重篤な症状を呈する者の数が継続し
て相当数みられるが、特定原材料に比べると症例数等が
少ないものについては、「食品表示基準について」によ
り「特定原材料に準ずるもの」と規定し、（中略）含む
旨を可能な限り表示するよう食品関連事業者等に推奨し

アレルゲン表示の今後について
（推奨表示品目にマカダミアナッツの追加などを検討）
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ている。（略）　
　食品関連事業者等の任意の取組を推奨する品目をでき
るだけ機動的に対象とする一方で、存置する必要性のな
い品目は削除するという追加・削除の考え方を整理し、
食品関連事業者等及び消費者双方にとって予見性の高い
仕組みにしていく必要がある。

コーデックスの基準改正動向
　また、第 5回アドバイザー会議ではコーデックスにおけ
るアレルゲン表示の検討状況として、食品表示部会におけ
る改正方針の「ナッツの個別表示化」、「予防的（可能性）
アレルゲン表示の閾値設定」などが議論されました。
　現段階においては修正案ではありますが、輸出を検討さ
れている方は参考にご一読頂ければと思います。

（オフィーリア）

今月のお気に入り言葉

　７月に入社しました谷本浩之と申します。前職では、
食品関連法令の行政対応の職務、特に食品表示法、景品
表示法、健康増進法、薬機法等の食品表示・健康表示関
連の法令の社内教育、改正情報の周知や広告審査など
に従事していました。今までの知識・経験を活かし、最
大限皆様のお役に立てるように頑張ります。どうぞ宜
しくお願い致します。

（谷本）

新しい社員のご紹介

https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/meeting_materials/review_meeting_005/033598.html
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_sanitation/allergy/assets/food_labeling_cms204_220601_01.pdf
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_sanitation/allergy/assets/food_labeling_cms204_230714_03.pdf
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_sanitation/allergy/assets/food_labeling_cms204_230714_03.pdf
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/meeting_materials/assets/food_labeling_cms204_230613_06.pdf
https://www.label-bank.co.jp/blog/allergy/202308allergy
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